
此 花 区 医 師 会   医 介 連 携 の 窓 

発行：此花区在宅医療・介護連携相談支援室  令和４ (２０２２ )１０月・第３５号 

案内 ↓◆大阪市新型コロナウイルス感染症（いずれも２４時間）＜他のダイヤルは廃止になりました！＞ 

〇一般相談センター：０１２０－９１１－５８５ 〇受診相談センター：０６－６６４７－０６４１ 

〇自宅療養者・濃厚接触者専用ダイヤル：０６－６６４７－０７９０ 

■大阪福祉タクシー総合配車センター：０６－６２６８－２９４５(平日９：００～１７：００)ホームページから予約可 

 

◎「日医君」公式グッズ販売：日本医師会では現在、医師会の認知度アップを企図し、身近で親し

みをもってもらうことを目的として、同グッズを販売しています。 商品として、左の

キーホルダーの他に、付せん、クリアファイル、バッグ、ぬいぐるみがあります。購

入手順は、日本医師会ホームページをご覧下さい。 

 

会内活動 ～色々な会議・研修に参加しました。～            ＜電話 080-4702-1960＞ 

◆「緩和医療連携会打合せ会」：９月３０日(金)開催(於・大阪暁明館病院) 

第１回緩和医療連携会(６月２５日・土)の状況報告があり、次回について内容検討などがありました。 

◆「此花区認知症ネットワーク会議」・「此花区認知症初期集中支援推進事業関係者会議」：

１０月６日(木)開催(於・此花区役所) オレンジチームへの相談件数は３９件(４～９月)でした。認知

症初期集中支援事業の上半期の活動報告、次年度の活動展開や事例検討などがありました。 

◆「此花区訪問看護ステーション連絡会」：１０月１３日(木)開催(於・此花区南西部地域包括支援センター) 

「まちの保健室」再開に向けての意見交換、今後の運営に関する検討などがありました。 

◆「此花区居宅介護支援事業者連絡会学習会」：１０月１８日(火)開催(於・ふれあいセンター) ハイブリット 

此花区在宅医療・介護連携相談支援室の活動状況についての説明などがありました。 

◆「大阪市在宅医療・介護連携支援コーディネーター連絡会」：１０月２４日(月)開催(於・大阪市役所)  

管理栄養士との連携、精神保健福祉相談員の役割に関する説明、情報交換などがありました。 

◆「此花区民健康講座」：１０月２７日(木)開催(於・此花会館) ハイブリット 

「高齢者の皮膚疾患 －お世話する側、される側－」と題して、中西健史先生(明治国際医療大学教

授)から、高齢者に起こりやすい皮膚の病気についての講演がありました。 

□「改正債権法(民法)対応研修会」：９月３０日(金)開催(於・東洋ビル・堺市) ハイブリット 

短期消滅時効の整理(診療報酬３年⇒５年等)、法定利率の変更(５％⇒３％)、賃貸借契約の見直

し(連帯保証人等)、契約不適合責任の新設(売買・請負契約)などについての説明がありました。 

□「ＶＲ認知症体験会～認知症フレンドリー社会を考える～」：１０月１３日(木)開催(於・福島区民センター) 

認知症の理解を深めるべく、バーチャルリアルティ(ＶＲ)を使った認知症の症状体験がありました。 

◎「此花区在宅医療・介護連携相談支援室相談」：専門職の方から、在宅医療等に関する相談

がありました。また、サービス担当者会議への参加、任意後見利用者の見守り訪問を行いました。 

◎「高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業」：令和５年度から３年間の本事業の 

運営(受託法人)に向けて、大阪市健康局に応募書類を提出しました。 

 

♡バリアフリー展２０２３は、慢性期医療展、看護未来展、在宅医療展併設で、来年４月１９日(水)～ 

２１日(金)、インテックス大阪で開催の予定です。同時に、Ｗｅｂ展示も実施予定になっています。な 

お、今年度(６月８日～１０日)の来場者は２４，３２７人でした。 



お知らせ・報告      

〇「此花区認知症対応力向上のための研修会」：１２月１５日(木)１４：００～１５：００ Ｗｅｂ 

「コロナ禍２年、地域医療における認知症への影響」と題して、松本一生先生からの講演があります。

先生は、認知症疾患医療センターを運営されている他、大阪公立大学の客員教授もされています。 

〇「高齢者の特殊詐欺・悪質商法防止講習会」：１月１９日(木)１４：００～１５：３０ ハイブリット 

 特殊詐欺、悪質商法の実態報告、防止策の伝達などがあります。 

□「此花区社会福祉大会」：１２月８日(木)１３：００～１６：００(於・クレオ大阪西・西九条６－１－２０) 

式典、ロビー展示、映画「お終活 熟春！人生、百年時代の過ごし方」の上映があります。 

 

☆１０月は「里親月間」と「リデュース・リユース・リサイクル推進月間」でした。前者では、現在大阪

市には、様々な事情により家庭で暮らせない子どもが約１，１００人もいます。後者では、いわゆる３Ｒ

(減量・再利用・再資源化)の推進が謳われました。また、１０月１０日は「目の愛護デー」で、１０月１

日からは、赤い羽根共同募金運動が始まりました(１２月３１日迄)。 

☆１０月２２日(土)・２３日(日)には、第７回防災推進国民大会(ぼうさいこくたい 2022)が神戸市であ

り、日本医師会のオンラインセミナー「過去の災害から得られた教訓～現在、そして将来への課題

～」がありました。こちらは、後日、日医公式ＹｏｕTｕｂｅにアーカイブされる予定です。 

 

トピックス 

☆ソーシャルサポート：家族、友人、同僚、専門職など社会的関係の中で得られる物的・心的支

援のことです。具体的には、相談にのってくれたり、手助けをしてくれたり、気分転換に誘ってくれたり、

或いは情報を提供してもらったりといった周りの人々からの有形・無形の援助のことです。特に、厚生

労働省は、これを４つのサポート(情緒的、道具的、情報的、評価的)に分けています。 

☆大阪府介護情報・研修センター：市町村職員や介護・福祉の専門職の方用に、福祉用具の常

設展示、住宅改修・福祉用具活用のための相談、医療介護の各種研修が行われています。場所

は、大阪市中央区谷町７－４－１５(０６－６７６２－７８９５)の大阪府社会福祉会館の中にあります。 

☆大阪介護老人保健施設協会：大阪府内の介護老人保健施設が、介護を必要とする高齢者に対

する保健・医療・福祉サービスの質的向上、府民の健康・福祉の増進に寄与することを目的として設

立された公益社団法人です。創立してから３０年強で、加盟施設は１８９に上ります。 

☆介護医療院：厚生労働省は「当面療養病床等からの移行が見込まれるが、単なる療養病床等か

らの移行先ではなく、住まいと生活を医療が支える新たなモデルとして創設。介護医療院において

は、地域に貢献し地域に開かれた交流施設としての役割を担うことが期待されている」と説明してい

ます。現在大阪府内には１２か所(大阪市内には１か所)あります。 

☆厚生労働省ヤングケアラー支援体制強化事業：関係機関とのパイプ役となるヤングケアラ

ー・コーディネーターを配置し、ヤングケアラーを適切な福祉サービスにつなぐための事業です。医

療、介護、福祉、教育等の関係機関が、お互いの業務を理解した上で、連携するとされています。 

 

＜あとがき＞ 

 １０月は「神無月」(かんなづき)です。全国の神様が、出雲大社へ参集されるといわれています。そのた

め、出雲国以外では神様がいないので「神無月」、出雲国では神様がおられるので「神在月」(かみありづき)

となりました。また、「神無月」の「無」を、古代では「の」と解したので、「神の月」とする説もあります。中秋

の１０月は、八百万の神々にとっては多忙な月といえます。その神々に改めて感謝したいと思います。 


